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１．デジタル化
１）デジタル化

〇デジタイゼーション（digitization） アナログ情報をデジタルデータに変換し、利活用できる環境を整える

例. 紙ベースの情報をデータ化

〇デジタライゼーション（digitalization）

デジタル化したデータを活用して、業務プロセスのシステム化を図るとともに、それにより新たな課題の

発見や、価値の創造に結び付ける環境を整える

例.デジタル化された情報を用いて、サービス提供の効率化を図ったり、サービスの利便性を向上させ

たりする

〇デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation：以下DX）

デジタル化を通じて組織内部はもちろんのこと、他の組織や社会全体で情報が共有されたり、ネットワーク
化されたりすることで、多様な主体がつながり、新たなサービスが生まれたり、社会課題の解決に向けた取組が
進んでいくこと

例.情報をオープンデータ化し、部局横断、ないし官民連携による利活用を図りながら、社会課題の検討や

解決に向けた検討を参加と協働によって推進する

※ エリック・ストルターマン

DX 「情報技術（IT）の浸透により、人々の生活をあらゆる面で望ましい方向に変化させること」

⇒DXとは、単に情報技術の浸透を図ることではなく、それを通じて、社会システムに変革が起こり、利便性と
ともに、情報の透明性の確保を通じた公平な社会の実現が図られることや、誰もが情報にアクセス、利活用でき
ることで、社会課題の解決に向けた連携が起こることなども期待

ビジネスの世界：大量の情報データを高速処理し、それを利活用できるシステムを構築することで、新たな価
値を生む活動が推進されている。DXを通じて、ビジネスのしくみや経営を再構築することが模索

例. ドローンが撮影した画像から作物の病気を発見

例.スマホアプリが収集した位置情報を分析して店舗がマーケティング戦略を立てる 2



１．デジタル化
１） アナログ・デジタル

アナログ：データを連続する量であらわす 冗長

デジタル：連続的な量を段階的に区切って表現。

二進法が使われ、データを０と１に変換して処理 明確

データの転送・移動・複写の容易性

⇔ 情報の保護、管理のルール／独り歩きする情報

２）アジャイル

２００１年「アジャイルソフトウェア開発宣言」 17名の技術者により公表

①プロセスやツールよりも個人と対話

②包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを

③契約交渉よりも顧客との協調を

④計画に従うことよりも変化への対応を価値とする

※現在の状況変化への対応を繰り返しながら課題解決に向けた適応を図るアプローチ。開発の方向性が
ぶれやすいことや、プロジェクトの全体の進捗が把握しにくいなどの課題もある。

※ビジョンやゴールを設定、共有したうえで、絶えず今と向き合い続けるスタイル。

⇒IT化によりデータ活用を通じて様々な可能性が開かれるが、他方でシステム自体が業務内容やプロセ
スを規定する側面もある。

アジャイルガバナンス原則

「一律かつ硬直的な事前規制ではなく、リスクベースで性能等を規定して達成に向けた民間の創意工夫
を尊重するとともに、データに基づくEBPM を徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善を可能とすること。
データを活用して政策の点検と見直しをスピーディに繰り返す、機動的な政策形成を可能とすること」（デ
ジタル庁（2024）「デジタル社会の実現に向けた重点計画」） 3



１．デジタル化
デジタル社会の実現に向けた理念・原則

資料：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」資料

資料：リクルート進学総研https://souken.shingakunet.com/higher/2022/01/dxdx2dx-07e6.html
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１．デジタル化
地域のデジタル化と行政のデジタル化

資料：令和4年度東京都税制調査会第3回小委員会（資料２）

資料：リクルート進学総研https://souken.shingakunet.com/higher/2022/01/dxdx2dx-07e6.html
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２．行政のデジタル化と自治体
１）行政のデジタル化に期待される効果

①事務手続きの合理化と簡素化
②業務プロセスの効率化

入力作業・分析作業など（単純作業）
帳票の作成など

③合意形成プロセスにおける多様な参加 eg.Dicidim
④政策形成プロセスにおけるデータ活用

ウェルビーイングの実現に向けた政策形成と事業評価
⑤オープンデータによる情報共有とイノベーション

２）デジタル化と意思決定プロセス
〇集権化・一元化
・個人情報保護法制の一元化
（自治体ごとに個人情報保護条例が異なるという問題（「2000個問題」）を解消し、適切なデー

タ流通基盤を設けることを意図。国の行政機関に適用される個人情報等の取扱いに関する規定及び
開示、訂正、利用停止に関する規定は、自治体にも適用。個人情報保護委員会による監督権限も及
ぶ。）

・自治体のシステムの標準化・共通化
（「ベンダーロックインを回避し、システム更新のコスト削減）

〇分権化・多元化
・参加型民主主義の可能性を広げる
・EBPM（エビデンスに基づく政策形成） 6



総務省資料：https://www.soumu.go.jp/main_content/000835261.pdf7



〇オンライン申請ができないケース
〇標準化できない場合 ⇔ アナログ対応
〇AIの予測可能性

総務省資料に加筆

※RPA：Robotic Process Automation人間がコンピュータを操作し
て行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作によって代替
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２．行政のデジタル化と自治体

１）標準化 20業務
１. 住民基本台帳、 ２. 国民年金、 ３. 選挙人名簿管理、４. 固定資産税、 ５. 個人住民税、
６. 法人住民税、７. 軽自動車税、８. 国民健康保険、 ９. 障害者福祉（障害者総合支援法
に基づく業務管理）、１０. 後期高齢者医療、１１. 介護保険、１２. 児童手当、 １３. 児童扶養
手当、１４. 子ども・子育て支援、１５. 生活保護、１６. 健康管理（保健事業）、１７. 就学（学
齢簿や就学援助の申請・給付）、１８. 戸籍、１９. 戸籍附票、２０. 印鑑登録

⇒業務運営の効率化、住民サービスの向上、システム間の互換性、コスト削減が期
待される
⇔感染症拡大時の給付金支給手続きなど、システムが標準化されることで、一元

的対応が可能？
「融合型」システムの効率化

２）財政データの例から考える「標準化・共通化」

・自治体の予算書・決算書 --- ミクロ的な財政状況の把握

・「地方財政状況調査」 --- 他自治体との比較・マクロ的な状況

〇財政の硬直化を測る指標 「経常収支比率」
〇財政分析を行うための指標 財政健全化四指標／自治体による独自指標
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自由民主党「デジタルニッポン2023」より
９－DXされた行政のカタチ
「国民にとってのデジタルガバメントは“一つ”。これを前提とし、個人が自分に合った

サービスをどこでも迅速に受けられるよう、国と地方が組織横断のデジタル基盤で情報連携
するモデルを実現し、人口減少期においても行政サービスを維持できるよう、政府全体の行
政サービスの在り方を再構築する

「国・地方のシステムのガバメント
クラウド移行を進めることで、組織
を超えてデータを共有し、行政組織
が一体となって国民にサービスを提
供できる。」
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４．税務行政のデジタル化
１）国税庁（国税庁2023）

税務行政のDX（digital transformation）推進の柱

①納税者の利便性の向上

普段は税になじみのない人でも、「日常使い慣れたデジタルツール（スマートフォン、タブレット、パソコンなど）から簡単・便利に手
続を行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に“納税者目線”を大切に、各種施策を講じる」こと、

②課税・徴収事務の効率化・高度化等

「業務に当たってデータを積極的に活用」「地方公共団体等、他の機関への照会等もデジタル化を進める」

③事業者のデジタル化促進

「事業者の業務のデジタル化を促す施策も実施し、これにより、経済取引のデジタル化につながることで、事業者が日頃行う事務
処理の一貫したデジタル処理を可能とし、生産性の向上等を図る」こと

（国税庁2023）。

・申告納税方式をとる国税では、納税に対する国民の理解とともに、申告納付しやすい納税環境整備が課題の1つ

・「データ活用の徹底」を通じた課税・徴収を行う体制の整備により、AI・データ分析の活用を通じて申告漏れの可能性が高い納
税者等の判定を行うことや、e-TAXやオンラインストレージサービスを利用した帳簿書類のデータによる受け渡し、関係機関への
照会等のデジタル化が模索

・業務の効率化に向けて、国・地方間のデータ連携の対象範囲の拡大、金融機関等に対する預貯金等のオンライン照会の拡大、
外国税務当局との情報交換により得られるデータの活用、連携・協調の拡大・強化を図ることが目指されている。

２）地方税

・税目として、固定資産税や自動車税など物税の割合が国税に比べて高い。

・自治体が賦課したうえで納付

・地方税務行政の電子化では、賦課・徴収それぞれの場面において、課税情報の把握、賦課、徴収、滞納整理等を迅速かつ正確
に行うために、情報データの電子化を通じた業務の効率化とともに、事務作業や費用の削減を図ることが模索

・個々の自治体では納税証明や課税証明のコンビニでの取得など、しだいに納税者の利便性を意識した取組みも進められている。

・共通納税システムの構築などを通じて、複数の自治体に対し一斉納付を可能とする納税環境の構築も
11



４．税務行政のデジタル化

総務省「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に
関する研究会（通称：スマート自治体研究会）」報告書

※RPAなどの仕組みを導入し、業務プロセスの効率化

←人々の居住形態や資産保有の在り方が多様化する時代にあって個々の状況を把握しな
がら、正確性を担保し、公平な課税を行うには多くの手続きとそれに伴うコストが発生

〇大阪府泉大津市で複数の課を対象に個々の業務プロセスについて詳細な調査を実施

（業務量が多いなど課題を抱える業務・事務を整理し、それらの業務・事務について、他自治
体でAI・RPAの活用が進んでいるかどうかについて洗い出し）

⇒最も業務量が多い課の1つが税務課

「入力」「確認」「交付／通知」に要する業務に多くの時間を要している（総務省2019：14）。

特に「個人住民税の特別徴収に係る給与所得者の異動情報をシステムに登録する業務」につい
ては多くの事務量が生じている。他の自治体ではAI-OCR、RPA を導入し、業務効率化に向けた対
応が図られている。

導入自治体のなかで、「AI-OCRで読み取れないものも多く、事前にRPAのために分別する作業
が発生しており、それほど大きな導入効果になっていない」という声もある。

12



４．税務行政のデジタル化
他に多くの時間を要する業務・事務

・「滞納整理シス テムから対象者を抽出し、経過を確認する業務」

⇒現状では、滞納者の個別具体的事情に応じて必要 な対応を行っていくため、一律・機械的な処理に馴染まない部分
が ある」

・「滞納整理の財産調査の対象者から紙で送付された回答書を業務システムに入力する業務」

・「個人住民税証明書を申請者 に交付する業務」

・「個人住民税の納税通知書、税額通知書を送付す る業務」

⇒「調査や申請・通知手続きが紙媒体で行われ ている現状ではRPAの導入は困難だが、今後、電子化・ペーパー レス
化が実現すれば、RPAも活用しながら大幅に業務量を削減できる可能性がある」

税務行政の各プロセスにおける様々な業務・事務のうち、AI-OCRやRPA の導入で解消が図れるものとそうでないもの
がある

・滞納整理などのように、個々の事情を踏まえてきめ細かな判断と対応が求められる領域については、職員が丁寧に対
応することが求められる。

・電子化・ペーパーレス化による対応が効率性につながるかどうかという点では、各自治体の人口規模や、業務・事務の
処理件数によっても状況は異なると考えられる。

・各自治体が、それぞれの業務プロセ スを見直しながら、効率的・効果的な作業手順や作業方法を検討する機会を設け
るとともに、デジタル化による対応を図ることが望ま しい領域と、個別に対応する領域を整理することが必要

⇒通常業務を担いながら、同時に作業プロセスの見直しと再構築 を図ることは容易ではない。そのための人員と財源も
必要となる。

※政府はCIO（Chief Information Officer：最高情報責任者）の設置を含め、人材確保と体制構築の支援を行ってい
るが、 自治体では人員と財源の確保に課題があるとの指摘がある。

※新規にシステムを導入（調達）する際の課題として、「専門性の不足により適切な調達仕様書の作成や事業者との交
渉が困難」「連携している他のシステムとの整合性を取ることが困難」といった課題もあり、作業プロセスの見直しを含め
たシステム構築には課題がある（公益財団法人日本都市センター2024：12）。
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※システム標準化
「各行政分野において、複数のベンダーが全国的なサービスとしてシステムのアプリ
ケーションを提供し、各自治体が原則としてカスタマイズせずに利用するという姿」
（総務省2019：36）。

※カスタマイズが生じる場面
「他のシステムとの連携」「処理件数が多いことによる機能の追加」「担当課の事務
範囲の違い」「区役所や出張所などの組織の違い」「独自の条例による違い」など。
いずれも地域特性の相違から生じるもの。コストカットに向けてカスタマイズを減ら
すことで、現場の業務負担が増えることがないかどうかについて確認が必要

※アンケート調査結果（公益財団法人日本都市センター2024：14）

・デジタル化・DXに関する改革や施策全般について
「（どちらかといえば）国が主導して全国統一的な基準やプロセスをできるだけ詳細
に策定することが望ましい」とする回答割合が147市（全体の63.1%）
「国による関与は最低限のものに留めたうえで、各自治体の主体性に委ねることが望
ましい」77市（同33.0%）

・情報システムの標準化・共通化を進めるうえでの課題や懸念点
「システム移行にかかる財源確保が困難である」（168市、72.1%）
「業務を担える人材がいない又は不足している」（96市、41.2％）
「情報システムの運用経費等の削減効果が十分ではない可能性」（174市、74.7%）

⇒個々に作りこまれた情報システムを庁内や外部と連携し、新たに効率的なシステム
とすることは容易ではないこともあり、国主導で資源投入が行われることにより対応
が図られることを期待
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今井（2023）
福井誠「標準化が行政の簡素化・効率化を低コストで実現できる手法として評価で
きるとしても、住民視点に立ったシステム化とはかなり隔たりがある」
「共同化・業務標準化を安易に採用するのではなく、各地方自治体が独自の情報化
戦略の元に競争力のある業務プロセスを構築していかなければならない」

⇒本当の意味で簡素化・効率化を実現できるのは「標準化」ではなく複数主体の競
争環境による業務プロセスの改善にあると整理。
自治体間の政策競争のなかで、よりよい方策を個々の自治体が選択できる環境こそ
が効率化に向けて必要であるという主張である（今井2023：76‐77）。

⇒標準仕様書の目的が「カスタマイズを原則不要にする」「ベンダー間での円滑な
システム更改を可能にする」「自治体行政のデジタル化に向けた基盤整備」という
のは、現実を軽視した机上の論理である（今井2023：79）。

⇒多くの自治体が、パッケージシステムをカスタマイズしているが、「カスタマイ
ズが必要とされる基本的理由は、地域性に応じた自治体独自の政策が存在するか
ら」であって、「もしカスタマイズが許容されないとすると、こうした自治体の独
自政策が抑制されることにつながる」と指摘（今井2023：80）。
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地方税における手続きの電子化

〇申告・納税等の電子化
個々の自治体が独自に電子申告システムを開発するのではなく、全国統

一のシステムを自治体が共同で開発する方式⇒ eLTAXシステムが開発

〇eLTAXは、地方税の電子申告・納税や国税連携のためのシステム
⇒インターネットを通じて地方税にかかる手続きを電子的に行える。

・地方税の課税権者は各都道府県・市町村と多数
・根拠法令には、地方税法の他、各自治体の条例等による規定が入る
・国税と比べて物税が多く、課税物件や事業所等の所在地に納税義務が
発・生国税はそのほとんどが申告により確定するが、地方税は、課税権者
である自治体が賦課することで確定
・収納取扱金融機関は指定金融機関等に限定されてきた経緯

⇒地方税手続きの電子化とともに、共通納税システムを構築することで、
統一性と一括性を確保し、企業等が地方税を納税する際に、同じ税目の税
を同時に複数の自治体に納付できる環境を整える
⇒2010年に全ての自治体がeLTAXに接続
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・2019年4月地方税共同機構が設立、一 般社団法人地方税電子化協議会から業務を
引き継ぎ

2019年10月地方税共通納税システム（eLTAX）導入
⇒電子申告、電子納税、申請・届け出の電子化を1つの総合窓口として行うシステム

提供するサービスについては、ニーズの高いものから徐々に進行、対象税目は
年々拡大
法人事業税及び法人住民税の申告、個人住民税(給与支払報告書等)の提出等、固

定資産税（償却資産）の申告及び事業所税の申告、並びに電子申告された住民税や
事業税の電子納付

・2023年4月 固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車税種別割の電子
納付
・2023 年10月 地方たばこ税の電子申告等が可能
・2023年1月 車体課税についても、自動車税に加えて、軽自動車に関し、新車や中
古車の登録や継続検査等の手続きの際にワンストップで申請・申告・納付が可能と
なるシステムが導入

※地方税共同機構は各自治体が支払う負担金で賄われている。
負担金は、基礎負担金、電子申告等、国税連携、経由機関業務、扶養親族等申告

書、車体課税、次期更改準備資金、共同収納手数料負担金の項目からなる。
各項目ごとに負担方式が異なり、例えば基礎負担金については、均等割（都道府

県・指定都市）・税収割（都道府県）・人口割（一般市区町村）によって負担額が
決められている。
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地方税の申告等にかかるeLTAXの利用率
⇒利用率は年々上昇している

資料：「令和6年度税制調査会第3回総会資料」（資料5）総務省作成より
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・eLTAXを通じた電子申告等のシステムはしだいに拡大
軽油引取税、償却資産（知事・大臣配分資産、大規模償却資産）に係る固定資産税、
個人住民税など、順次拡大予定

・共通納税システムでは、対象税目、多様な納付方法への対応が進行

・金融機関等での窓口納付、コンビニ納付、口座振替、クレジットカード決済、電子
マネー、ペイジーなど、多様な納付手段を可能とする環境

・法人住民税や法人事業税、個人住民税の特別徴収等は、事前に金融機関の口座を登
録したダイレクト納付、ペイジー、クレジットカード、電子マネー、指定金融機関以
外の金融機関においても、統一QRコードを利用した窓口収納

・共通納税システムの利用率も年々上昇、対象税目も拡
特に複数の支店等を有する法人や、多くの従業員を抱える事業者の個人住民税特別徴
収分の納付手続きについては、同一税目のまとめ納付が可能であることから、利便性
の向上をもたらしている。
⇔
・自治体ごとに異なる様式をもつ書類や、自治体ごとに指定された指定金融機関に納
付を行うために、企業は多くの事務処理を行っていたが、一括で申告でき、1つの窓
口で一元的に納付を行い、・納付情報が各自治体に送信されるシステムへ。
統一QRコードの導入により、金融機関においても手続きの簡素化が図られている。

※2024年6月の地方自治法改正で、公金の収納事務のデジタル化の規定が導入され、
介護保険料や公共料金などの収納事務を地方税共同機構に行わせることが規定された
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市町村における徴税費の動向

注１：ここでは、市町村における道府県民税個人分の徴収を含んだ徴税費を掲載している。
注２：2022年度は見込額。
資料：総務省「市町村税課税状況等の調」（各年度）をもとに作成。

・全国市町村徴税職員は54,823人（2009年度）→50,369 人（2022年度）14年間で8.1%減少
・臨時職員数を加えると、59,053人（2009 年度）→57,747人（2022年度）と減少幅は2.2% 程度
→正規職員の減少分を臨時職員等により確保しながら、 人員確保を図っている
・分野別の職員数の推移では、14年間の間に総務関係7.2%減、課税関係7.4％減、徴収関係で9.7％減、臨時
職員は約1.74倍増
・徴税費のうち、人件費部分については2000年代後半以降減少、その後横ばいから微減
・徴税費は2019年度や 2022 年度には徴税費が断続的に上昇。これは需用費の増 によるもの（基幹システ
ム更新など）
・これらの支出が一時的なもの か、継続的に生じるものかは情勢をみる必要があるが、必ずしも人員削減
につながっているわけではなく、デジタル化の推進が直ちに 徴税コスト削減に資するとはいえない。現在、
紙と電子データの両方に対応した業務を行う必要が生じているということもあり、今後 の情勢を見守る必
要がある。
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徴税費に対する国から地方への財源保障の状況

標準団体（市）における徴税費の基準財政需要額算定の推移

課長 職員A 職員B 給与費_総額 その他_総額
2016 41,000 2 8 24 199,125 102,413
2017 42,000 2 8 24 203,401 99,112
2018 42,000 2 6 26 206,242 104,754
2019 42,000 2 5 27 203,456 95,613
2020 42,000 2 5 27 203,106 96,254
2021 42,000 3 5 26 205,970 99,341

2022 44,000 3 5 26 201,579 109,499

2023 44,000 3 5 26 199,635 115,765

職員配置(人)
年度 世帯数(人）

単位費用算定の基礎（千円）

資料：総務省（各年度）「地方交付税制度解説単位費用篇」をもとに作成。

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

申告書・納税通知書・催促状等印刷、送付 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

土地家屋価格等課税台帳縦覧帳簿作成費 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

その他（報償費、旅費等） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

電算処理 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

鑑定評価委託料 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地方税電子申告システム運用等委託料 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

軽自動車保有手続ワンストップシステム改修等委託料 ◯ ◯ ◯

地方税共通納税システム対象税目拡大関係システム改修等委託料 ◯ ◯

特別徴収税額通知の電子化に係る基幹税務システム改修等委託料 ◯

森林環境税課税開始に係る基幹税務システム改修等委託料 ◯

その他 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

地方税共同機構負担金 ◯ ◯ ◯ ◯ 〇

軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 ◯ ◯ ◯ ◯

負担金、
補助及び
交付金

該当種類

需要費等

区分 積算内容

委託料

・職員数は34名分
・2020 年度までは、給与単価の
低い職員Bの割合が増えていた
・2021年度に課長の数が1名増。

・給与費以外のその他費用は、
2022年度に増加
・2019年度以降、地方税共同機
構負担金が需要額に積算
・2022 年度以降、システム改修
等の委託料について需要額への
積算、需要額が拡大

その他(＝給与費以外)の需要額積算内容
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地方税務行政の電子化・デジタル化
・事務手続きの効率化や高度化への対応のほか、納税者の利便性の向上が期待

（1）租税原則（明確性、便宜性、最小徴税費）
・申告手続きが簡便であることや、納付時期や納付方法が便宜的であること等のため
の納税環境整備
・法人住民税や法人事業税、個人住民税（特別徴収分）など、事業者が複数の支店や
営業所のほか、従業員の居住自治体に対して納付手続きを行う際に、その様式が自治
体ごとに異なることや、納付できる指定金融機関が異なることにより、事務手続きが
煩雑であることが指摘されてきた。
→様式を共通化したり、データ連携を図ることができれば、納税手続きの利便性は向
上
⇔地方税の標準化や共通化
・eL-QRの導入を通じたクレジットカードや電子マネーでの支払いにより利便性は大き
く拡大

・地域住民にとって、身近な自治体の窓口で納税手続きについて説明を受けながら対
応してもらえる環境は利便性の確保には重要
・デジタルに馴染みのない人であれば、電子データで売上等を管理したり、電子申告
を行うことは高いハードル
・紙での書類提出を含め、馴染みのある方式で書類提出や納税手続きが行えることも
必要
・電子データは集計や検索、分析には便利だが、全体像を把握するなどの一覧性とい
う点では課題もある
・移行期において は、デジタルに馴染みのない人への配慮を含めた一定の対応が必要
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地方税務行政の電子化・デジタル化
・事務手続きの効率化や高度化への対応のほか、納税者の利便性の向上が期待

（2）簡素性
・シンプルで分かりやすい税は、 納税者にとって理解しやすい
・公平性にきめ細かく配慮したり、租税政策を取り入れようとすれば、特定の対象者への租税負
担の軽減や減免が行われる。
・独自の軽減や減免は自治体のシステム構築に際しカスタマイズを誘発する可能性
・ガバメントクラウド上の標準化された共通システムを使用する環境において、自治体が地域の
事情を踏まえ、税を活用した政策を設計しようとする際に、システム上の制約について考慮する
必要が生じる
・これは、税務行政における業務プロセスの見直しに留まら ず、税の在り方にも影響を及ぼす
可能性
・カスタマイズをできる限り行わないとすれば、自治体が独自に導入している特別措置や租税の
軽減等について見直しが行われる可能性

・国レベルでの政策推進の観点から地方税について導入された租税特別措置や減免については、
国の財政措置によりシステム対応が図られる？
・国と地方が融合的に租税政策を推進する場合や、制度上予定されている超過課税や法定外税等
の導入については、システム上対応可能とされるか、あるいは制度そのものの見直しが検討？
・自治体が独自のスキームで減免や特別措置などを行う場合にカスタマイズによる追加的費用が
発生したり、システム上の理由から対応を断念することも考えられる。 自治体の中には減免の
対象や方法などについて、システムの費用を念頭に置いた対応をするところもあるか？
・システム構築や運営を理由とした租税特別措置の見直しにより、 税の簡素化が図られるとす
れば、住民にとって分かりやすい税に近づくかもしれない。他方で公平性の観点や、経済対策等
の観点から、国及び自治体で租税がどのように設計されていくのかについて、情勢を見守る必要
がある。



24

〇税務システムの標準化・共通化

→ベンダーロックインを解除し、汎用性のあるシステムを利用することでコスト削減につ
ながる
・標準化・共通化により、多くの自治体が汎用性のあるシステムを設計する大手ベンダー
のシステムを利用する？
・地方圏で は地元で標準化に対応したシステム構築を図ることのできるベンダーの確保が
難しく、その結果、ローカルベンダーの雇用が失われていく可能性
・大手ベンダーと提携しながら、窓口対応の役割を担うローカルベンダーもありうる
・自治体が独自 にカスタマイズしたシステムを標準化することは、ローカル経済の なか
で、IT事業者の存在を危うくする可能性

・eLTAXを通じた地方税の納付にかかる 手数料
・地方銀行などの指定金融機関を介した地方税の納付は、地域の金融機関に手数料収入を
もたらしていた。しかしながら、 これがクレジットカードや電子マネー、ペイジーなどに
代替され、手数料収入なども地域外に流出
・地域経済循環の構築に向けて、地域の信金・信組と連携して地域通貨のシステムを運営
しながら、地方税の納付に地域通貨の利用を認める自治体も
－飛騨信用金庫が飛騨市一帯で管理する「さるぼぼコイン」
ーとまと銀行が真庭市、 真庭商工会、中国銀行と連携して運営する「まにコイン」など

で、市町村税の納付が可能
・デジタル化を通じた地域経済 システムのなかに地方税も取り入れることで、地域の経済
循環を強化し、活性化に結びつけようとする取組み
・地域通貨による納税をどう考えるか。⇔地域通貨による補助金・交付金をどう考えるか



重要業績評価指標
（Key Performance Indicator :KPI)の設定

〇戦略推進に当たっては、具体的な施策を掲げる

〇施策の効果を客観的に検証できるようにするための重要業績評価

指標（KPI）を設定する

〇PDCAサイクルを導入して、その進捗状況をKPIの達成度により検証し、改善する

25

Plan Do Check Act

〇「人口増」「個々の機能の拡充」のための個別施策の積上げへ
⇒個別の機能を整える場合には有効だが、トータルなビジョンとの繋がりをどう
考えるか

５．デジタル化と自治体の計画・予算



PDCAサイクルとOODAループ

計画策定（事業化・予算化）→執行→チェック

現場の課題・資源→意思決定→行動

「台東区都市計画マスタープラン」（２０１８）より
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ウェル・ビーイング（Well- being）

27

健康（ウェルビーイング）の決定因子の見取り図 (Barton and Grant,2006による) (WHO Regional Office for Europe 
Urban planning (2020),p.29)

WHO憲章における「健康」概念
「病気でないとか、弱っていないということ
ではなく、肉体的にも、精神的にも、そして
社会的にも、すべてが満たされた状態に
あること」

〇身体的健康、精神的健康とそれを支え
る自然環境、生活環境、雇用環境などが
整った状態

⇒都市インフラや行政サービスがどのよう
に住民のウェルビーイングの実現に貢献
したのかを評価し、情報公開する取組みも
進められている（ダボン、南雲（2020））。

５．デジタル化と自治体の計画・予算



ウェル・ビーイング（Well- being）の達成に向けた政策立案と運営
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〇身体的健康、精神的健
康とそれを支える自然環
境、生活環境、雇用環境に
ついて、現状把握とともに、
政策のゴールを設定し、そ
の達成に向けた取組みを
推進

Lowe et.al(2013）
リバビリティ＝「環境的に持
続可能な、安全で、社会的
なつながりのある、インク
ルーシブ（包摂的）な場所、
そして公共交通機関、徒歩、
自転車のインフラによって、
仕事、教育、公共のオープ
ンスペース、地元の店舗、
保健・コミュニティサービス、
余暇・文化的機会にアクセ
スできる、手ごろな価格の
多様な住居を有している」
と定義

liveabilityの獲得に向けた投入、中間成果、最終成果の経路（Hannah Badland et.al（2014）p.66）を翻訳
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事業のロジック・モデルと成果（アウトカム）

事業のロジックモデル（駐輪場整備事業の例）（佐藤徹編（2021）p.47）

駐輪場整備費駐
輪場用地

投 入 活 動 産 出 直接成果 中間成果 最終成果

成 果

行政が駐輪場を
整備する

駐輪可能台数が
増加する

駐輪場の利用者
が増加する

放置自転車が減
少する

歩行者の
通路・安全が
確保される

①

②
③



荒川区
幸福度（GAH）指標

6つの上位指標
39の下位指標

出典：荒川区自治総合研究所
「荒川区幸福度研究」第1号、
2019年3月

30



荒川区幸福度（GAH）
～子育て・教育分野の幸福度指標

出典：荒川区自治総合研究所「荒川区幸福度研究」第1号、2019年3月 31



ビジョンの共有
～政策評価における双方向性

※評価指標の設定

・アウトプット指標

・アウトカム指標

※アウトプット指標とアウトカム指標の

関係性を明示

荒川区の場合

・GAH（Gross Arakawa Happiness)という

目標を住民参加型で策定。

・その達成度を確認するために

「幸福度調査」を実施

・「幸福度」調査結果を政策評価に反映

出典：荒川区行政評価報告書 32



５．デジタル化と自治体の計画・予算

１）行政のデジタル化

〇システムの標準化が進むことで、フルセット型の行政サービス提供につながる均質的なシステムが整備
される可能性

例. 標準化、共通化により予算過程や予算管理を見直す必要が生じているケース

予算過程において、企画課、財政課、事業担当課の関係により、意思決定プロセスは異なるが、財政課が
予算管理をしながら財政運営を行おうとするとカスタマイズが必要

〇ガバメントクラウドに標準化されたシステムの束が存在し、各自治体がメニューの中から最適なものを選
べる環境構築につながる可能性

※地域特性を踏まえたローカルな対応を阻害しない環境構築が可能か？

２）業務の棚卸と業務システムのデザイン

個々の自治体が、それぞれの業務プロセスを見直し、効率的・効果的な業務体制の構築に向けたシステム
構築を図る動き （⇔人材不足、財源不足の指摘）

３）オープンデータ

社会課題や地域課題を検討し、対応するために必要な情報データをオープン化することの可能性と限界
（⇔個人情報保護）

４）ウェルビーイングの実現に向けた地域のビジョンー計画とその実現

目標設定ならびに、その達成に向けた施策や事業を検討、評価を行うための庁内体制の構築 33
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UN（２０２２） E-Government Survey

• 193ヵ国を対象に、電子政府（E-Government）の発展度合いを比較した指標。

①オンラインサービス（Online Service Index）

②電気通信基盤（Telecommunication Infrastructure Index）

③人的資本（Human Capital Index） に分類

これらの指標から電子政府発指標（E-Government Participation Index）を算出

• 各指標の最大値は 1.0 で、合計スコアによって E-Government Development Index が決定

• 日本（202２） EGDI は 0.9002 193か国中14位

うち オンラインサービス（OSI）で 0.9094

電気通信基盤（TII）で 0.9147

人的資本（HCI）で、0.8765

E-Participation Index (EPI) 

情報の提供（政府の国民への情報提供）、協議（政府が政策やサービス提供について、プロセスのさま
ざまな段階で協議し、場合によっては フィードバックを提供）、意思決定（政府が国民を意思決定に関与
させる）を区別する 3 段階 の尺度を用いて、オンライン参加を評価

日本（2022）EPIは1.0 で193か国中1位

34
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